
南三陸町国際交流協会規約 

（目的） 

第１条 本会は、国際交流を通じて広く文化・教育・経済等の交流を行い、国際理解活動を

通じて、海外諸国との理解と信頼を深めながら国際感覚豊かな町民と国際性豊かなまち

づくりの推進に寄与することを目的とする。 

（名称） 

第２条 本会は、南三陸町国際交流協会（ＭＩＦＡ）という。 

（事務所） 

第３条 本会の事務所は、南三陸町役場に置く。 

（事業） 

第４条 本会は、目的達成のため、次に掲げる事業を行う。 

（１） 訪問団体の相互交換 

（２） 教育文化、芸術及び産業経済の相互交流 

（３） 国際理解及び身近な国際交流の推進 

（４） 情報及び資料の作成、収集及び提供 

（５） 町の国際交流事業への参加・協力 

（６） その他目的を達成するために必要な事業 

（組織） 

第５条 本会は、目的及び事業に賛同し、かつ、目的達成のため積極的に奉仕しようとする

次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 正会員 

（２） 賛助会員 

２ 正会員は、本会の目的及び事業に賛同し、かつ、目的達成のため積極的に奉仕しようと

する個人とする。 

３ 賛助会員は、本会の目的及び事業に賛同する個人及び団体とする。 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

（１） 理事 相当数（会長１名、副会長２名、事務局長１名を含む。） 

（２） 監事 ２名 

２ 本会に顧問若干名を置くことができる。 

（役員等の選任） 

第７条 会長、副会長、事務局長、理事及び監事は、会員の中から総会において選出する。 

２ 顧問は、総会において推薦する。 

（事務局） 

第８条 事務局に、庶務及び会計若干名を置く。 

２ 事務局職員は、事務局長の推薦により会長が委嘱する。 

（役員等の任務） 

第９条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

３ 理事は、理事会に出席し、会務の決定に参加する。 

４ 監事は、会計を監査する。 
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５ 顧問は、必要に応じ理事会に出席し、本会の運営について提言することができる。 

（役員等の任期） 

第１０条 役員等の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第１１条 本会の会議は、総会と理事会とする。 

（総会） 

第１２条 総会は、次の事項を審議する。 

（１） 予算及び決算に関する事項 

（２） 事業計画及び事業報告に関する事項 

（３） その他会務運営に関する重要事項 

２ 総会は、年１回開催するものとし、会長がこれを招集する。ただし、会長は理事会の承認

を得て、臨時総会を招集することができる。 

３ 総会の議長は、会長または会長が指名する者があたる。 

４ 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによ

る。 

（理事会） 

第１３条 理事会は、次の事項を審議する。 

（１） 総会の決議した事項の執行に関すること。 

（２） 総会に付議すべき事項に関すること。 

（３） その他総会の決議を要しない事項の執行に関すること。 

（会計） 

第１４条 本会の事業運営に関する経費は、次に掲げるものをもって充てる。 

（１） 会費 

（２） 助成金 

（３） 寄付金 

（４） その他の収入 

２ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（委任） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に

諮って定める。 

 

附 則 

この規約は、平成１８年９月１日から施行する。 
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